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＜児童扶養⼿当給付費負担⾦＞ 令和７年度予算 1,530億円（1,493億円）

⽀援局 家庭福祉課児童扶養⼿当

事業の⽬的
 ⽗⼜は⺟と⽣計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の⽣活の安定と⾃⽴の促進に寄与するため、当該児童につい

て⼿当を⽀給し、児童の福祉の増進を図る。

事業の概要
＜⽀給対象者＞
○ 18歳に達する⽇以後の最初の３⽉31⽇までの間にある児童（障害児の場合は20歳未満）を監護する⺟等
＜⽀給要件＞
○ ⽗⺟が婚姻を解消した児童、⽗⼜は⺟が死亡した児童、⽗⼜は⺟が⼀定程度の障害の状態にある児童、⽗⼜は⺟の⽣死が

明らかでない児童等を監護していること等
＜⼿当額（令和７年４⽉〜）＞
○ ⽉額

※令和６年度単価 45,500円 45,490円〜10,740円
加算額（児童２⼈⽬以降１⼈につき） ５，５２０円

※令和６年度単価 10,750円 10,740円〜5,380円

＜所得制限限度額（収⼊ベース 前年の所得に基づき算定 ）＞ 
○
＜⽀給期⽉＞
○ １⽉、３⽉、５⽉、７⽉、９⽉、１１⽉

実施主体等
【実施主体】都道府県・市・福祉事務所設置町村
【補助率】国 １／３、都道府県・市・福祉事務所設置町村 ２／３
【受給者数】789,521⼈（⺟749,718⼈、⽗36,585⼈、養育者3,218⼈）※令和６年３⽉

【改正経緯】①多⼦加算額の倍増（平成２８年８⽉分⼿当から実施）
②全部⽀給の所得制限限度額の引き上げ（平成３０年８⽉分⼿当から実施）
③⽀払回数を年３回から年６回に⾒直し（令和元年１１⽉分⼿当から実施）
④ひとり親の障害年⾦受給者についての併給調整の⽅法の⾒直し（令和３年３⽉分⼿当から実施）
⑤所得制限限度額の引き上げ（全部及び⼀部⽀給）、第３⼦以降の多⼦加算額の増額（令和６年11⽉分⼿当から実施）
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児児童扶養手当と公的年金の併給について

最高裁判決（いわゆる堀木訴訟上告審判決）
（最大判昭和57年７月７日民集第36巻７号1235頁）〈抄〉

児童扶養手当は、もともと国民年金法六一条所定の母子福祉年金を補完する制度として設けられたもの

と見るのを相当とするのであり、児童の養育者に対する養育に伴う支出についての保障であることが明ら

かな児童手当法所定の児童手当とはその性格を異にし、受給者に対する所得保障である点において、前記

母子福祉年金ひいては国民年金法所定の国民年金（公的年金）一般、したがつてその一種である障害福祉

年金と基本的に同一の性格を有するもの、と見るのがむしろ自然である。

そして、一般に、社会保障法制上、同一人に同一の性格を有する二以上の公的年金が支給されることと

なるべき、いわゆる複数事故において、そのそれぞれの事故それ自体としては支給原因である稼得能力の

喪失又は低下をもたらすものであつても、事故が二以上重なつたからといつて稼得能力の喪失又は低下の

程度が必ずしも事故の数に比例して増加するといえないことは明らかである。
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（差額支給の対象となる例）父母に監護されない児童を祖父母が養育する家庭
○ 祖父（祖母）が受給する老齢年金が、加入年数や報酬額等により、児童扶養手当よりも低くなる場合

○ 児童扶養手当と公的年金は、稼得能力の低下に対する所得保障という同一の性格を有しているため、公的年金を受給
できる場合は、児童扶養手当を支給しないこととされていた。

○ このため、児童扶養手当よりも低額の年金を受給できるために児童扶養手当を受給できないケースが生じていた。

○ 今般、同一の性格を有する給付を２重に行うことを避けつつ、全く併給が行われないことを改善し、児童扶養手当の
趣旨を達成する観点から、児童扶養手当法の一部が改正（※）され、受給者等の年金額が児童扶養手当額を下回る場合
には、その差額分の手当を受給できることとなった（平成２６年１２月施行）。

※「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」（平成２６年法律第２８号）

児扶
祖父

（祖母）

養育

子

支給せず
老齢基礎年金

老齢厚生年金

支給

（改正前） （改正後）

児扶
祖父

（祖母）

養育

子

年金との差
額を支給

老齢基礎年金

老齢厚生年金

支給

児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直し（平成26年12月～）

※ 上記の例の他、①妻が死亡した父子家庭で、父が遺族基礎年金の対象外（平成２６年４月以降に死亡のケースは父に遺族基礎年
金が支給される。）であるため、子に遺族厚生年金のみが支給されたが、亡母の報酬額等により支給年金額が低い場合、②離婚後

に子が父から養育費を受け取っていた母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子に遺族厚生年金のみが支給されたが、亡父の報酬額等

により支給年金額が低い場合などが考えられる。
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児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し（令和３年３月～）

【見直しの趣旨】
○ これまで、ひとり親の障害年金受給者は、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当を受給できなかったこ

とから、児童扶養手当と障害年金の併給調整の方法を見直すことにより、ひとり親の障害年金受給者が児童扶養手当を受
給できるように見直しを行った。

【見直し内容】（令和３（2021）年３月施行）

○ 障害基礎年金の受給者について併給調整の方法を見直し、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額
を受給することができるよう、児童扶養手当法を改正した。

月
8
3
,8

8
1
円

障害年金本体
（本体：月65,141円） 児童扶養手当

（月43,160円）

子加算
（月18,740円）

比較
調整

障害年金 児童扶養手当

※支給額 ＝ 児童扶養手当 － 障害基礎年金の子加算相当額

障害年金本体
（本体：月65,141円） 児童扶養手当

（月43,160円）

子加算
（月18,740円）

比較
調整

障害年金 児童扶養手当

全額支給停止 差額支給

（月24,420円）
（月0円）

現行 見直し後

月
8
3
,8

8
1
円

：児童扶養手当が支給されない ：児童扶養手当が一部支給※される

※障害基礎年金受給中のひとり親（障害年金２級）と子どもが１人の場合

（参考）これまでの経緯
 昭和36年 児童扶養手当制度創設【母子福祉年金の補完的制度】

→離婚等による世帯の「稼得能力の低下に対する所得保障」。公的年金と同一の性格であり、原則併給不可。

 昭和60年 児童扶養手当法改正【福祉制度※へ見直し】 ※母子家庭の生活の安定と自立の促進を通じて児童の健全育成を図る福祉制度

平成26年 児童扶養手当法改正【公的年金との併給調整の見直し】
→基本的な考え方は維持しつつ、受給者等の年金額が児童扶養手当額を下回る場合に、差額分の児童扶養手当を支給。

 指摘されていた課題
→障害年金を受給しているひとり親家庭は、就労ができなくとも、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できなくなること

から、障害年金と児童扶養手当の併給を可能とするべき。
（参考１） ひとり親の障害年金受給者の状況 （厚生労働省「平成26年年金制度基礎調査（障害年金受給者実態調査）」（特別集計））

働きたくても働けない割合：54.3％、働いていても就労収入100万円以下の割合：59.0％

（参考２） ひとり親の状況 （厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」）
就業状況：81.8％（母子世帯）・85.4％（父子世帯）、平均年間収入：243万円（母子世帯）・420万円（父子世帯）
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提案募集検討専門部会
説明資料（１R）

離島活性化交付金等事業計画の廃止等について

こども家庭庁、総務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、国土交通省

令和７年７月
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地方からの提案事項

提案団体が求める措置の具体的内容

離島活性化交付金等事業計画について、廃廃止または離離島振興法施行令第４条に規定する各事業の交付金等の申請時に作成する
事業計画書との一体的策定ができるよう見直しを求める。

• 離島振興法第７条の２で作成が規定されている「離島活性化交付金等事業計画」は、都道府県が定める離島振興計画に基づく事
業又は事務を実施するための計画であり、離島振興計画とは別に作成を要しており、実質的に離島活性化交付金を活用する前提
条件となっている。離島振興計画は５年毎に見直しをしているが、離島活性化交付金等事業計画は毎年度の新規事業の追加や廃
止事業の除外、それに伴う事業所管課における更新事務等の負担が生じている。

• さらに、離島活性化交付金を活用しようとする場合、各交付金等の要綱等に従い、別途、事業の詳細やKPI（数値目標）を設定した
計画書等の作成が必要であり、離島活性化交付金等事業計画をそれらの計画書と別に運用する意義が薄い。

• また、効率的・効果的な計画行政に向けた指針であるナビゲーション・ガイド（令和５年３月閣議決定）の趣旨からも見直しが必要で
ある。

具体的な支障事例

提案事項に対する検討内容

① 離島活性化交付金等事業計画の廃止
② 離島活性化交付金等事業計画の離島振興法施行令第４条に規定する各事業の交付金等の申請時に作成する

事業計画書との一体的策定

1
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～離島活性化交付金等事業計画の位置づけ～

○離島振興法は、離島が他の地域に比較して厳しい自然的社会的条件にあることに鑑み、法の目的（離島の自立的発展の促進、島民
の生活の安定及び福祉の向上、地域間の交流促進、離島の無人化や離島における著しい人口減少の防止、離島における定住の促
進等）を達成するため、公共事業の補助率の嵩上げ、交付金等の交付など、離島の振興のための特別の措置を規定。

○昭和28年に10年の限時法として議議員立法で制定。その後10年ごとに改正され、令和４年に令和15年３月31日までの延長等を内容と
する改正がなされ、令和５年４月に施行。

○離島振興法に基づき、77 地域（ 256 島 26 都道県 111 市町村）を離島振興対策実施地域として指定。

離島振興法

関係都道府県が、国が定めた離島振興基本方針に基づき、離島振興対策実施地域の振興について定めるもの。

離島振興計画（法第4条）

⇒⇒ 離島活性化交付金等事業計画に係る制度は、離島活性化に資するソフト施策を総合的かつ着実に推進することを担保

離島活性化交付金等事業計画（法第７条の２～４関係）

離島活性化交付金等事業計画の制度概要

2

提案事項に対する検討①：離島活性化交付金等事業計画の廃止

法第７条の２

都道府県は、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等を実
施するための計画（離島活性化交付金等事業計画）を作成できる。

法第７条の４

国は、毎年度、離島活性化交付金等事業計画に記載された事業等
について公表する。

法第７条の３

国は、離島活性化交付金等事業計画に基づく事業に対して、交付金
等を交付できる。

（交付金等の交付等）
第七条の三 （略）
２ 国は、前項の都道府県又は離島関係市町村等に対し、同項の規定により提
出され た離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施に要する経費
に充てるため、 予算の範囲内で、それぞれの事業等ごとに、交付金又は補助
金（以下「交付金等」 という。）の交付を行うことができる。

（離島活性化交付金等事業計画の作成）
第七条の二 都道府県は、離島振興計画に基づく事業又は事務（以下「事業
等」という。）のうち、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等（その全
部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村その他の者（以下
「離島関係市町村等」という。）が実施する離島振興対策実施地域の活性化に
資する事業等を含む。）を実施するための計画（以下「離島活性化交付金等事
業計画」という。）を作成することができる。

（離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等の公表）
第七条の四 国は、毎年度、離島活性化交付金等事業計画に記載された事業
等（中略）で当該年度に実施するものについて、その内容を取りまとめ、公表す
るものとする。
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離島活性化交付金等事業計画の記載事項 離島の活性化に資する事業等に
ついて適用される国の支援措置等

○離島活性化交付金等事業計画には、都道府県及び市町村等が実施する離島振興法施行令第４条第１項に規定された事業等を記載
することができる。

○これらの事業等については、国（各事業所菅大臣等）による支援制度があらかじめ明示されている。

◎必須事項 （法第７条の２第２項）

1 離島振興対策実施地域の活性化に
資する事業等で政令で定めるものに
関する事項

2 計画期間

○努力義務事項 （同第３項）

1 離島活性化交付金等事業計画の目
標

2 その他主務省令で定める事項

離島振興法施行令第４条第１項各号

Ａ 高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関す
る事業

Ｂ 物資の流通の効率化に関する事業

Ｃ 漁業の再生に関する事業

Ｄ 雇用の拡充に関する事業

Ｅ 無医地区及びへき地における医療の確保に関する事業

Ｆ 妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供
する病院、診療所等が設置されていない離島に居住する妊婦
が当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の受診又
は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場
合における当該通院又は入院に対する支援に関する事業

Ｇ 高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる
教育施設（以下この号において「高等学校等」という。）が設置さ
れていない離島の区域（当該離島の区域が二以上の市町村の
区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち一の市町村の
区域に属する区域。以下この号において同じ。）内から当該離
島の区域外に所在する高等学校等への通学又は当該高等学
校等へ通学するための当該離島の区域外における居住に対す
る支援に関する事業

Ｈ 離島と他の地域との間の交流の促進に関する事業

Ｉ 防災対策の推進に関する事業（国土保全施設の整備を除
く。）

Ｊ 離島の振興に寄与する人材の確保に関する事業

Ｋ 前各号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活
性化に資する事業等で国土交通大臣、総務大臣及び農林水産
大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等

A

無線システム普及支援事業費等補助金のうち無線システム普
及支援事業（高度無線環境整備推進事業）

無線システム普及支援事業費等補助金のうち無線システム普
及支援事業（携帯電話等エリア整備事業）

B
離島活性化交付金のうち一部事業

社会資本整備総合交付金のうち離島広域活性化事業

C 離島漁業再生支援交付金

D
離島活性化交付金のうち一部事業

社会資本整備総合交付金のうち離島広域活性化事業

E

離島活性化交付金のうち一部事業

医療施設運営費等補助金のうち一部事業

医療施設等設備整備費補助金のうち一部事業

医療施設等施設整備費補助金のうち一部事業

F
離島に居住する妊婦が健康診査を受診するための交通費等
の支援に係る地方財政措置

G
へき地児童生徒援助費等補助金のうち離島高校生修学支援
事業

H
離島活性化交付金のうち一部事業

社会資本整備総合交付金のうち離島広域活性化事業

I
離島活性化交付金のうち一部事業

社会資本整備総合交付金のうち離島広域活性化事業

J
離島活性化交付金のうち一部事業

社会資本整備総合交付金のうち離島広域活性化事業

K （今後必要に応じて事業等を検討）

3

～離島活性化交付金等事業計画の内容と国の支援措置～

提案事項に対する検討①：離島活性化交付金等事業計画の廃止

4
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※長崎県の離島活性化交付金等事業計画は、対馬島地域のほか６地域について記載している。

○離島活性化交付金等事業計画の記載事項は、都道府県の離島の活性化に資するソフト施策等の全体像を示すために必要となる、離
島振興対策実施地域の活性化に資する事業、計画期間及び目標等、最小限の内容としている。

4

～離島活性化交付金等事業計画の記載事項 （例：長崎県）～

提案事項に対する検討①：離島活性化交付金等事業計画の廃止
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○離島活性化交付金等事業計画は、平成24年の離島振興法の改正（議員立法）により創設された。

○これまでのハード施策中心の離島振興に加えて、ソフト施策の充実を図るために、離島活性化交付金等事業計画の規定を新たに設け
ることで、施策の総合的かつ着実な推進を図ろうとするものである。

【第180回国会 参議院 国土交通委員会会議録 第７号 平成24年６月19日】
＜離島活性化交付金等事業計画を規定した趣旨＞
○衆議院議員（打越あかし君）

先ほども申し上げたように、今般の離島振興法改正においては、ハード面に加えてソフト施策の充実というものを一番大きな看板にして改正をしたと
ころであります。

このソフト面での対策の着実な推進を行うために都道府県は離島活性化交付金等事業計画を作成することができることとして、国は、この計画に基
づく事業の実施に要する経費に充てるため、当該都道府県又は離島関係市町村に対して交付金又は補助金を交付することができることとしています。

そしてまた、この交付金の交付等の対象になる事業は今後改めて政令で定めることになっておりますが、この事業は、離島漁業再生支援交付金等
を始めとした従来の事業に加えて、今年から始まっております離島流通効率化事業あるいは離島高校生修学支援事業といった事業を恒久化すること、
あるいはさらに、今後、妊婦の出産、通院の支援等々、そういったものも盛り込まれることを期待しております。

さらには、各地域、それぞれ島ごとに地域の事情、島の事情があります。その事情に即した定住に資するような様々な知恵やアイデア、提案がこの
事業計画に盛り込まれることと期待をしているところであります。

こういったことによって、離島の活性化に資するソフト施策を総合的に、かつ着実に推進することによって離島の定住化を進めていきたい、そのように
考えております。

5

～離島活性化交付金等事業計画に対する立法府の意思～

【第180回国会 衆議院 国土交通委員会会議録 第９号 平成24年６月15日】
＜離島振興法改正の理由について＞
離島が我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることに鑑み、離島の厳しい自然的社会的条件を改善し、地域間の交流の促
進、居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図るため、離島振興法の有効期限
を十年延長するとともに、目的規定を整備し、離島の振興のための施策についての基本理念及び国の責務に係る規定並びに離島活性化交付金等の
交付に係る規定を定め、医療、介護サービス、交通、産業、教育その他の分野におけるソフト施策の充実を図る等の必要性がある。これが、この法律
案を提出する理由である。

※当時の議論

提案事項に対する検討①：離島活性化交付金等事業計画の廃止
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～検討結果～

⇒⇒ 離島振興施策の総合的かつ着実な推進を担保しているため、離島活性化交付金等事業計画を廃止すること
はできない。

○ 都道県は、離島活性化交付金等事業計画にて離島の活性化に資するソフト施策等の全体像を明らかにして
いる。

○ 離島活性化交付金等事業計画に基づく事業の実施に対して、国が交付金等を交付できる旨を規定している。
○ 離島活性化交付金等事業計画は、平成24年の議員立法による離島振興法の改正において、交付金制度を

法律上位置づける際に、立法府の意思として規定された。

検討結果①

提案団体が求める措置の具体的内容

離島活性化交付金等事業計画について、廃止または離島振興法施行令第４条に規定する各事業の交付金等の申請時に作成する
事業計画書との一体的策定ができるよう見直しを求める。

関係省庁による検討内容

① 離島活性化交付金等事業計画の廃止
② 離島活性化交付金等事業計画の離島振興法施行令第４条に規定する各事業の交付金等の申請時に作成する

事業計画書との一体的策定

6

提案事項に対する検討①：離島活性化交付金等事業計画の廃止

5
0



離島活性化交付金等事業計画 関関係省庁の要綱等に基づく事業計画書
（交付金等の申請に必要な書類）

根拠法令 離島振興法 各省庁で定めた要綱等
（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律）

目的 離島振興計画に基づく事業又は事務のうち、離島振興
対策実施地域の活性化に資する事業等を実施するため。

個別の事業内容が、各省庁で定めた要綱等に基づき、交付金等
の不正な使用の防止等の観点から審査するため。

作成主体 都道府県 事業主体（都道府県・市町村等）

主な
記載内容

・計画期間
・目標 等

・個別事業の目的及び内容
・要する経費及び積算内容 等

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 【抜粋】

（この法律の目的）

第一条 この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定する
ことにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の
交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

（補助金等の交付の申請）

第五条 補助金等の交付の申請（契約の申込を含む。以下同じ。）をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及
び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁の長に対しそ
の定める時期までに提出しなければならない。

○離島活性化交付金等事業計画は、都道府県が作成し、都道府県ごとの離島の活性化に資するソフト施策等の全体像を明らかにする
ものであり、事業費等の各事業に関する詳細を記載するものではない。

○交付金等の交付を受けようとするときは、別途、事業ごとに各事業所管省庁が定める要綱等に基づいて申請が必要となる。

○これは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき、各事業所管省庁が適正な審査をする必要があり、そのために
はそれぞれの事業に応じた内容の確認が求められるからである。

7

～離島活性化交付金等事業計画と関係省庁の要綱等に基づく事業計画について～

提案事項に対する検討②：離島活性化交付金等事業計画の一体的策定
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交付金・補助金等 所管省庁 記載事項

無線システム普及支援事業費等補助金 総務省 設備内容、収支予算 等

へき地児童生徒援助費等補助金 文部科学省 補助対象生徒数、積算内訳 等

医療施設運営費等補助金 厚生労働省 実施予定地域・病院・診療所、収支予算、積算内訳 等

医療施設等設備整備費補助金 厚生労働省 施工内容・期間、収支予算、積算内訳 等

医療施設等施設整備費補助金 厚生労働省 設備内容、収支予算、積算内訳 等

離島漁業再生支援交付金 農林水産省 対象漁業集落数、新規就業者数、積算内訳 等

離島活性化交付金 国土交通省 目的、事業概要、成果目標、KPI、収支予算、経費の配分、積算内訳 等

社会資本整備総合交付金
（離島広域活性化事業）

国土交通省 事業概要図面 等

○離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等に係る交付金等の申請について、それぞれの要綱等に基づく事業計画書（交付金等の
申請に必要な書類）の記載事項は以下のようになっており、いずれも事業の内容に応じて必要な内容となっている。

8

～関係省庁の要綱等に基づく事業計画（交付金等の申請に必要な書類）の記載事項～

提案事項に対する検討②：離島活性化交付金等事業計画の一体的策定
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～関係省庁の要綱等に基づく事業計画の例 （離島活性化交付金）～

提案事項に対する検討②：離島活性化交付金等事業計画の一体的策定

事業内容の詳細な確認に必要。

○例えば、国土交通省所管の離島活性化交付金の申請には、事業ごとに事業の内容や経費の記載を求めているが、これらは交付対象と
しての適否や公正な予算執行等について確認するもので、交付金の適正な交付を判断するために必要な情報である。

○なお、目的等の定性的な記載については、離島活性化交付金等事業計画の目標等の記載から必要に応じて転記・引用することは差し
支えなく、作成事務の合理化をすることは現行制度上も可能である。

交付金の適正な支出の確認に必要。

9
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⇒⇒ 離島活性化交付金等事業計画と交付金等の申請時に作成する事業計画書は、双方の性格が大きく異なり、
また作成主体も異なることから、一体的作成は実務上難しいものと考える。
しかし、双方の作成に際しては、必要に応じて記載事項の転記・引用等を行う等の作成事務の合理化が、
現行制度上も可能である。

検討結果②

提案団体が求める措置の具体的内容

離島活性化交付金等事業計画について、廃止または離島振興法施行令第４条に規定する各事業の交付金等の申請時に作成する
事業計画書との一体的策定ができるよう見直しを求める。

関係省庁による検討内容

① 離島活性化交付金等事業計画の廃止
② 離島活性化交付金等事業計画の離島振興法施行令第４条に規定する各事業の交付金等の申請時に作成する

事業計画書との一体的策定

○離島振興法に基づく離島活性化交付金等事業計画は、都道府県が作成し、都道府県ごとの離島の活性化に資
するソフト施策等の全体像を明らかにするものである。

○一方で、実際に交付金等を交付するに当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定
が適用になる。

○事業主体である都道府県又は市町村等が交付金等の申請のために作成する計画書等の書類は、事業所管大臣
が、交付金等の不正な使用の防止等の観点から、交付金交付要綱に基づき、事業ごとに、事業費を含めた事業
の詳細等を把握するものであり、事業所管大臣が交付金等の交付を判断するために必要不可欠な書類である。

10

提案事項に対する検討②：離島活性化交付金等事業計画の一体的策定

～検討結果～
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